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はじめに 

 

本書は、海域における土砂類の有効利用に係る情報収集を行い、現況における実態把

握を行うとともに、参考となる事例を選定し、詳細調査を行ったものである。  
本書は、有効利用を実施しようとする事業者が適切な有効利用を図るにあたって参考

とされることを目的として作成したものである。 
なお、有効利用の実施にあたっては、「海域における土砂類の有効利用に関する指針」、

「海域における土砂類の有効利用に関する留意事項」についても参照いただきたい。 
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Ⅰ．海域における土砂類の有効利用に係る国内事例の情報収集結果 

１． 収集事例の概要 

既存文献、インターネット、有識者等への聞き取りから 44 例の情報を収集し整理した。 

 

なお、収集された 44 例は、国内の有効利用事例を網羅的に収集したものではなく、公表資料

が存在する事例等、収集されやすい事例を主として収集したものであることに留意する必要が

ある。 

 
（1）海域毎の事例件数 

海域別にみると、播磨灘・備讃瀬戸、東京湾及び有明海での事例が多く、都市圏に隣接する

閉鎖性水域での事例が多いことに対し、北海道・東北地方や日本海側の事例が比較的少なかった

（図Ⅰ-１）。 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
  
  
 
 
   
 
 
 
 
 

 

図Ⅰ-1 海域毎の事例の分布    

凡例 

実験段階 

事業段階 
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（2）土砂類の種類毎、事業内容毎の事例件数 
土砂の種類は大きく海域起源と陸域起源に分けた。 
海域起源の土砂：工事の副産物として発生する「浚渫土砂（海域）」と骨材の「海砂」に分け、

さらに「浚渫土砂（海域）」は単体とその他の土砂類を加えたものに分けた。 
陸域起源の土砂：工事の副産物として発生する「浚渫土砂（河川･ダム）」と「陸上土砂（建

設発生土）」、及び骨材の「陸上土砂（購入土砂）」に分けた。 
改良した土砂：改良したものを「改質土（海域由来）」、「改質土（陸域由来）」とした。 
これらをまとめて土砂類の種類を表Ⅰ-1 に示す①～⑧の 8 種類に分類し、整理した（表Ⅰ-1、

図Ⅰ-2）。 
浚渫土砂（海域）のみ（A）が 20 例で最も多く、これに、浚渫土砂（海域）＋その他土砂類（B）

を加えた、海域の浚渫土砂を用いた事例は 31 例（約 70％）であった。 
陸域の土砂類のみを用いた事例は、陸上土砂（建設発生土）（E）が 1 例、陸上土砂（購入土

砂）＋改質土（陸域由来）（F）が 2 例であった。浚渫土砂（海域）と併用している事例を加え

た、陸域由来の土砂類を用いた事例は 13 例であった。 
 

表Ⅰ-1  土砂類の種類別事例件数 

No. 土砂類の種類 その他土砂類の内訳 件数 

ア ①浚渫土砂（海域）（注１）のみ － 20 

イ 

イ-1 

①浚渫土砂（海域）（注１） 

＋その他土砂類 

＋②海砂（注１） 4 

11 

イ-2 ＋③浚渫土砂（河川・ダム） 1 

イ-3 ＋④陸上土砂（建設発生土） 1 

イ-4 ＋⑤陸上土砂（購入土砂） 1 

イ-5 ＋⑦改質土（海域由来）（注３） 3 

イ-6 ＋⑧改質土（廃棄物由来）（注４） 1 
ウ ②海砂 － 2 

エ ③浚渫土砂（河川・ダム）  7 

オ ④陸上土砂（建設発生土）（注２） － 1 

カ 
⑤陸上土砂（購入土砂）（注２） 
 ＋その他の土砂類 

＋⑥改質土（陸域由来）（注５） 2 

キ ⑦改質土（海域由来） － 1 

合計 44 

 
注１：浚渫土砂（海域）は、浚渫に伴って発生する土砂。海砂は、骨材として使用するため海域で採取した（浚

渫ではない）土砂とした。 
注２：陸上土砂（建設発生土）は、陸上工事に伴って発生する建設副産物としての土砂。陸上土砂（購入土砂）

は、陸域で採取、粒度調整した骨材用の土砂とした。 
注３：含水率 80％ヘドロ脱水ケーキを砂質土と混合 
注４：浚渫土砂と製鋼スラグ・ペーパースラッジ灰製品・クリンカアッシュ混合 
注５：粒度調整・カキ殻混合により資源化した建設発生土 
※網掛けは、陸域由来の土砂類を示す。なお、浚渫土砂（河川・ダム）は、陸域由来の土砂類とした。 
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事業の用語の定義 
 

藻 場 造 成： 主な目的が藻場の造成である事例とした。藻場を構成する藻類は大型の

褐藻類であるアラメ・カジメ（コンブの仲間）やホンダワラ類を主体と

するものとした。藻場の定義には、砂泥質に生育する草類のアマモ場も

含むが、本資料では、アマモ場の造成は、基盤として砂泥質の場所を造

成する干潟・浅場造成に含め、藻場造成とは分けて分類した。 
干 潟 造 成：主な目的が干潟の造成である事例とした。 
干潟・浅場造成：主な目的が干潟・浅場の造成である事例とした。 
浅 場 造 成：主な目的が浅場の造成である事例とした。 
深 掘 修 復：主な目的が深掘りの埋め戻しによる修復の事例とした。 
底 質 改 善： 海底を土砂で覆い、底質を改善することが主な目的である事例とした。

覆砂の結果、干潟、浅場を形成するものについては、干潟造成、浅場造

成に分類した。 
養     浜： 砂浜の侵食、洗掘に対処することを目的に、他の場所の砂を砂浜に投入

する事例とした。 

 

図Ⅰ-2 土砂類の種類別事例件数 
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①浚渫土砂（海域）

①浚渫土砂（海域）+その他土砂類

②海砂

③浚渫土砂（河川・ダム）

④陸上土砂（建設発生土）

⑤陸上土砂（購入土砂）+その他土砂類

⑦改質土（海域由来）

藻場造成

干潟造成

干潟・浅場造成

浅場造成

深堀修復

底質改善

養浜

その他

 
事業の種類は、A.藻場造成、B.干潟造成、C.干潟・浅場造成、D.浅場造成、E.深掘修復、F.底質改

善、G.養浜、H.その他の 8 種類に分類し、整理した（表Ⅰ-2、図Ⅰ-3）。なお、分類に当たっての用

語の定義は前ページに示した。 
干潟造成が 14 例と最も多く、次いで干潟・浅場造成、底質改善がそれぞれ 9 例であった。 
 

表Ⅰ-2  土砂類の種類別・事業の種類別事例件数 

   事業の種類 

 
 
土砂類の 

種類 

(複数回答あり) 

A. 
藻場 
造成 

B. 
干潟 
造成 

C. 
干潟 
・ 
浅場 
造成 

D. 
浅場 
造成 

E. 
深掘 
修復 

F. 
底質 
改善 

G. 
養浜 

H. 
その他 合計 

①浚渫土砂（海域） 1 5 4  5 4  1 20 
①浚渫土砂（海域） 
＋その他土砂類 

1 5 3  1 1   11 

②海砂      2   2 

③浚渫土砂（河川・ダム）  1 2 1  2 1  7 

④陸上土砂（建設発生土）     1    1 
⑤陸上土砂（購入土砂）＋
その他土砂類 

 2       2 

⑦改質土（海域由来）  1       1 

合計 2 14 9 1 7 9 1 1 44 

注）その他土砂類の内訳は表Ⅰ-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

藻場造成  

図Ⅰ-2 土砂類の種類別・事業の種類別事例件数 

底質改善 深掘修復 

深掘修復 

干潟造成 

干潟造成 

底質改善 

底質改善 

干潟･浅場造成 

干潟造成   干潟･浅場造成 その他 
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２． 国内収集事例における調査概要 

本調査では、「海域における土砂類の有効利用に関する指針」において示された、以下の6項目

について、公表資料・アンケート調査等により確認を行った。 

①土砂類の有害性の有無の確認 
②土砂類の品質の確認 
③有効利用の実施計画の確認  
④海洋環境への配慮（事前の影響評価） 
⑤モニタリング計画（海洋環境への影響、有効利用の目的の達成状況）の確認 
⑥モニタリング結果（海洋環境への影響、有効利用の目的の達成状況）の確認 
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図Ⅰ-4 土砂類の有効利用該当性の確認フロー（有効利用事業者が自ら確認する） 

出典：平成 27 年度作成「土砂類の有効利用実施について(案)」のフロー図に一部赤字で加筆 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

海洋環境への配慮 

海洋環境の保全に 

著しい障害を及ぼすおそれがある

・海洋環境への影響 

・有効利用目的の達成状況 

・海洋環境への影響 

・有効利用目的の達成状況 

海洋環境の保

全に著しい障

害を及ぼし、

又は及ぼす恐

れがあると認

める場合 

ない 

ある 

① 
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35

3
6

３． 国内収集事例における調査結果  

（1）有害性の有無の確認 

1）有害性の有無の確認 
土砂類の有害性の有無を「事業者自ら確認していた」が 35 例、「事業者自ら確認していない」

が 3 例であった。「事業者自ら確認していない」3 例の理由は、「使用した土砂は山砂の購入土

砂であり、安全性が担保されているため」であった。「不明」は 6 例であり、資料の保存期間が

過ぎているなどが理由であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

図Ⅰ-5 有害性の有無の確認 

 

表Ⅰ-3 有害性の有無の確認の内訳 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 事業者自ら 

確認していた 

事業者自ら 

確認していない 
不明 合計 

A.藻場造成    2(2）  0  0 2(2) 

B.干潟造成   9(5)   2    3(2) 14(7) 

C.干潟・浅場造成   9(5)  0  0 9(5) 

D.浅場造成 1   0  0 1 

E.深掘修復   6(1)  0  1 7(1) 

F.底質改善 7  1  1 9 

G.養浜 1  0  0 1 

H.その他 0  0  1 1 

小計    35(13)   3     6(2) 44(15) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

事業者自ら確認していた 

N＝44 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 9 例(5) 
C.干潟・浅場造成 9 例(5) 
D.浅場造成 1 例 
E.深掘修復 6 例(1) 
F.底質改善 7 例 
G.養浜 1 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 22 例(8) 
･適用区域外 11 例(4) 
･港則法適用区域内外 2 例(1) 
 

事業別内訳 

B.干潟造成 3 例(2) 
E.深掘修復 1 例 
F.底質改善 1 例 
H.その他 1 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 1 例(1) 
･適用区域外 4 例(1) 
･港則法適用区域内外 1 例 
 

不明 

（13） 

事業別内訳 

B.干潟造成 2 例 
F.底質改善 1 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 1 例 
･適用区域外 2 例 
 

（2） 

事業者自ら確認していない 
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19

4

2） 有害性の有無等の確認項目 
有害性の有無の確認を行っていた 35 例のうち、「一般水底土砂の判定基準及びその他の項目

両方確認していた」が 12 例、「一般水底土砂の判定基準のみ確認していた」が 19 例、「その他

の項目のみ確認していた」が 4 例であった。その他の項目としては、強熱減量、COD 等の有

機物の確認項目や油分等の確認を行っていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表Ⅰ-4 その他の確認項目 

項  目 件数 項  目 件数 

泥色 2 クロロフォルム 1 

臭気 2 ホルムアルデヒド 1 

泥温 2 陰イオン界面活性剤 1 

粒度組成 1 非イオン界面活性剤 1 

強熱減量(熱しゃく減量) 6 ベンゾ(a)ピレン 1 

硫化物 2 トリブチルスズ化合物 1 

COD 4 総水銀 2 

油分 5 PCB 2 

n-ヘキサン抽出液 1 ダイオキシン類 2 

放射性物質 1 亜鉛 1 

鉛 1 クロム 1 

 

表Ⅰ-5 有害性の有無等の確認項目の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 全体 

事例 

自ら有害性の確認を行った事例 

  
 
 両方確認 一般水底土砂のみ その他のみ 

A.藻場造成 2(2) 2(2） 1 (1) 1 (1) 0 

B.干潟造成 14(7) 9(5) 3 (2) 5 (3) 1 

C.干潟・浅場造成 9(5) 9(5) 1 (1) 8 (4) 0 

D.浅場造成 1 1 0   1   0 

E.深掘修復 7(1) 6(1) 4 (1) 2   0 

F.底質改善 9 7 2   2   3 

G.養浜 1 1 1   0   0 

H.その他 1 0 0   0   0 

小計 44(15) 35(13)   12 (5)   19(8) 4 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 3 例(2) 
C.干潟・浅場造成 1 例(1) 
E.深掘修復 4 例(1) 
F.底質改善 2 例 
G.養浜 1 例 
 

港則法適用区域との関係 

･適用区域内 6 例(3) 
･適用区域外 6 例(2) 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
F.底質改善 3 例 
 
港則法適用区域との関係 

･適用区域内 3 例 
･適用区域外 1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 5 例(3) 
C.干潟・浅場造成 8 例(4) 
D.浅場造成 1 例 
E.深掘修復 2 例 
F.底質改善 2 例 
 
港則法適用区域との関係 

･適用区域内 13 例(5) 
･適用区域外 4 例(2) 
･港則法適用区域内外 2 例(1) 

図Ⅰ-6 有害性の有無等の確認項目 

一般水底土砂の 

判定基準のみ 

一般水底土砂の判定基準及び 

その他の項目両方 

（5） 

N＝35 

その他の項目のみ 

（8） 

注）自由記載を集計 
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（2）土砂類の品質確保 

1）土砂類の品質の確認 
使用した土砂の有効利用に要求される品質の確認は、「品質を確認していた」が 40 例、「不

明」が 4 例あることを確認した。「不明」の理由は、資料の保存期間を過ぎているなどであっ

た。品質の確認内容としては、アサリ等干潟に住む生物の生息に適した粒径かどうかの確認や、

干潟の安定性などの物理的特性が適当かどうかの確認等が行われていた。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅰ-6 土砂類の品質確保の確認項目の内訳 
 確認していた 確認していない 不明 合計 

A.藻場造成 2 (2) 0   0 2(2) 

B.干潟造成 13 (7) 0   1 14(7) 

C.干潟・浅場造成 9 (5) 0   0 9(5) 

D.浅場造成 1   0   0 1 

E.深掘修復 6 (1) 0   1 7(1) 

F.底質改善 8   0   1 9 

G.養浜 1   0   0 1 

H.その他 0   0   1 1 

小計 40 (15) 0 4  44(15) 

 

 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

  

（15） 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 13 例(7) 
C.干潟・浅場造成 9 例(5) 
D.浅場造成 1 例 
E.深掘修復 6 例(1) 
F.底質改善 8 例 
G.養浜 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
E.深掘修復 1 例 
F.底質改善 1 例 
H.その他 1 例 
 

確認していた 

不明 

N＝44 

図Ⅰ-7 土砂類の品質確保 

40

4

（15） 
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表Ⅰ-7 土砂類の品質確保の主な確認項目 

主な「土砂の品質確認」の内容 件数 

①アサリ･ハマグリの生息に適した粒径を選択する等、生物毒性を考慮 17(8) 

②干潟の安定性等、物理的特性を考慮 10(7) 

③深掘埋戻し材や材料としての適切性（土塊や異物の混入の有無等）を考慮 16(1) 

④その他（中詰材としての使用） 2(2) 

 

 

 

表Ⅰ-8 土砂類の品質確保の主な確認項目の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

注）自由記載を集計 

注）表Ⅰ-8 の丸数字は表Ⅰ-7 に対応する。 

 

  

 全体 
事例 

品質確認し

ていた事例 
① ② ③ ④ 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 0 2(2) 0 0 

B.干潟造成 14(7) 13(7) 12(5) 6(5) 0 0 

C.干潟・浅場造成 9(5) 9(5) 4(3) 2 1 2(2) 

D.浅場造成 1 1 0 0 1 0 

E.深掘修復 7(1) 6(1) 0 0 6(1) 0 

F.底質改善 9 8 1 0 7 0 

G.養浜 1 1 0 0 1 0 

H.その他 1 0 0 0 0 0 

小計 44(15) 40(15) 17(8) 10(7) 16(1) 2 (2) 
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2）土砂類の性状 
使用した土砂類の性状は、砂質が 32 例でもっとも多かった。 
事業目的別にみると、砂質を使用しているものは、A.藻場造成 1 例、B.干潟造成 10 例、C.

干潟･浅場造成 7 例、D 浅場造成 1 例、E 深掘修復 4 例、F.底質改善 7 例、G.養浜 1 例、H そ

の他 1 例となっていた。 
また、投入箇所によっては濁りの発生等が懸念されるシルト粘土質を使用した21例の中で、

シルト粘土質のみ使用している例が、B.干潟造成 1 例、E.深掘修復 2 例の 3 例あった。これら

の事例は、B.干潟造成の例は実験段階のものであり、E.深掘修復の 2 例は、いずれも覆砂を行

う予定ではあるが現在は未実施であるため、中詰材のシルト粘土質のみの使用となっている。 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
全体 
事例 礫以上 砂質 

 
シルト 
粘土質 

その他 不明 合計 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 1(1) 2(2) 0 0 5(5) 

B.干潟造成 14(7) 7(5) 10(5) 9(5) 0 1 27(15) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3(1) 7(5) 3(2) 1(1) 1 15(9) 

D.浅場造成 1 0 1 0 0 0 1 

E.深掘修復 7(1) 0 4(1) 4 0 1 9(1) 

F.底質改善 9 3 7 2 0 1 13 

G.養浜 1 0 1 0 0 0 1 

H.その他 1 1 1 1 0 0 3 

計 44(15) 16(8) 32(12) 21(9) 1(1) 4 74(30) 

N＝74 
(複数回答あり)  

図Ⅰ-8 土砂類の性状 

表Ⅰ-9 土砂類の性状の内訳 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

注）複数回答を集計 

2 1 2

7 10 9

1

3

7
3

1 1

1
4

4

1

3

7

2

1

1

1

1

1

0

5

10

15

20

25

30

35

礫以上 砂質 シルト粘土質 その他 不明

(3)  

1(1) 

4 

16(8) 

32(12) 

21(9) 

 (2) 

 (1) 

 (1) 

 (5) 

 (5) 

 (1) 

 (2) 

 (5) 

 (2) 

 (1) 

 (5) 

A.藻場造成

B.干潟造成

C.干潟・浅場造成

D.浅場造成

E.深掘修復

F.底質改善

G.養浜

H.その他
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3
6

13

22

（3) 有効利用としての必要性 

有効利用としての必要性については 44 例すべてについて記載されていた。 
記載内容の内訳を見ると、科学的に検討し、定量的に示している例が 22 例と最も多く、次い

で科学的に検討し、定性的に示している例が 13 例となり、全体的に科学的に検討している割合

が高かった。一方、事業者以外などの関係者からの要望等はあるものの、科学的に検討されてい

ないものが 6 例、一般的な必要性を定性的に記載したものが 3 例となっていた。この中で科学的

に検討し、定性的、定量的に必要性を示しているものとしては、効用の低下した魚介類の成育海

域の回復、減少した藻場・干潟再生、貧酸素水塊の発生抑制などがあった。 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

表Ⅰ-10 有効利用としての必要性の根拠の内訳 

 
一般的な必
要性を定性
的に示して

いる 

関係者から
の要望のみ 

科学的に検討し 
定性的に 
示している 

科学的に検討し 
定量的に 
示している 

合計 

A.藻場造成 0 0 2(2) 0 2(2) 

B.干潟造成 1 1 3(3) 9(4) 14(7) 

C.干潟・浅場造成 1 1 4(3) 3(2) 9(5) 

D.浅場造成 1 0 0 0 1 

E.深掘修復 0 1 2(1) 4 7(1) 

F.底質改善 0 2 2 5 9 

G.養浜 0 0 0 1 1 

H.その他 0 1 0 0 1 

計 3 6 13(9) 22(6) 44 (15) 

 
 
 

 

(6) 

B.干潟造成 9 例(4) 
C.干潟・浅場造成 3 例(2) 
E.深掘修復 4 例 
F.底質改善 5 例 
G.養浜 1 例 

B.干潟造成 1 例 
C.干潟・浅場造成 1 例 
D.浅場造成 1 例 

B.干潟造成 1 例 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 1 例 
F.底質改善 2 例 
H.その他 1 例 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 3 例(3) 
C.干潟・浅場造成 4 例(3) 
E.深掘修復 2 例(1) 
F.底質改善 2 例 

(9) 
N=44 

一般的な必要性を定性的に示している 

科学的に検討し 

定量的に示している 

科学的に検討し 

定性的に示している 

関係者からの要望等のみ 

図Ⅰ-9 有効利用としての必要性の根拠 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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42

2

（4）環境影響についての事前検討 

1）環境への事前影響検討 

環境への事前影響検討は、「事前に検討していた」が 42 例であることが確認された。「不明」

は 2 例であり、資料の保存期間を過ぎているなどの理由により確認できないが理由であった。 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
図Ⅰ-10 環境への事前影響検討 

 
 

表Ⅰ-11 環境への事前影響検討の内訳 
 検討していた 不明 合計 

A.藻場造成    2(2) 0    2(2) 

B.干潟造成   14(7) 0   14(7) 

C.干潟・浅場造成    9(5) 0    9(5) 

D.浅場造成 1 0 1 

E.深掘修復    7(1) 0    7(1) 

F.底質改善 8 1 9 

G.養浜 1 0 1 

H.その他 0 1 1 

小計    42(15)  2    44(15) 

 
 
  

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 14 例(7) 
C.干潟・浅場造成 9 例(5) 
D.浅場造成 1 例 
E.深掘修復 7 例(1) 
F.底質改善 8 例 
G.養浜 1 例 

事業別内訳 

F.底質改善 1 例 
H.その他 1 例 

検討していた 
不明  

N＝44 
(15) 
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2）影響検討の際の協議対象者 
環境への影響を検討していた 42 例は、「検討会、委員会などで専門家による検討及び地元と

の合意を得るための説明を実施していた」が 6 例、「検討会及び自ら影響を検討していた」が 1
例、「検討会による審議のみ」が 18 例、「地元説明のみ」が 14 例であった。事業の実施主体が

研究機関であったため、「影響の検討は自ら行っていた」という例も 3 例あった。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図Ⅰ-11 影響検討の際の協議対象者 

 

表Ⅰ-12 影響検討の際の協議対象者の内訳 

  

 

 

全体 

事例 

影響検討を行った事例 

 検討会・ 

地元説明 

検討会・ 

自主検討 

検討会 

による 

審議のみ 

地元説明 

のみ 

事業主体(研

究機関)が自

ら影響検討 

A.藻場造成   2(2)   2(2) 0   0 1 (1) 1 (1） 0   

B.干潟造成  14(7)  14(7) 3 (1) 0 7 (5) 4 (1） 0   

C.干潟・浅場造成   9(5)   9(5) 0   0 3  3 (2) 3 (3) 

D.浅場造成 1 1 0   0 0   1   0   

E.深掘修復   7(1)   7(1) 2 (1) 0 5   0   0   

F.底質改善 9 8 0   1 2   5   0   

G.養浜 1 1 1   0 0   0   0   

H.その他 1 0 0   0 0   0   0   

小計 44(15) 42(15) 6 (2) 1 18 (6) 14 (4)  3 (3)  

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

（2） 
（3） 

N＝42 
 

（4） 

検討会による審議のみ 

地元説明のみ 

検討会による審議及び地元説明 

 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 7 例(5) 
C.干潟・浅場造成 3 例 
E.深掘修復 5 例 
F.底質改善 2 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 4 例(1) 
C.干潟・浅場造成 3 例(2) 
D.浅場造成 1 例 
F.底質改善 5 例 

事業別内訳 

C.干潟・浅場造成 3 例(3) 
 

事業別内訳 

B.干潟造成 3 例(1) 
E.深掘修復 2 例(1) 
G.養浜 1 例 

（6） 

事業主体(研究機関)が

自ら検討していた 

事業別内訳 

F.底質改善 1 例 

検討会による審議及び自ら検討 6
1

18

14

3 （2） 

（6） 

（3） 

（4） 
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3) 規模の違いによる協議対象者の違いについて 

規模の違いによる協議対象者の違いについて調べた。なお 44 例中、14 例は事業規模の面積が

不明であったため調査対象から除外し、残りの 30 例について調べた。 
 

①比較的規模の大きな事業での協議対象者 

比較的規模の大きな事業として、環境影響評価法第 2 種事業に相当する規模(公有水面埋立事

業：40ha 以上)以上の事業を 7 例抽出し、表Ⅰ- 13 にまとめた。7 例中、資料の保存期間が過ぎ

て詳細不明の 2 例を除いた 5 例は、検討会等による審議がなされていた。以上から、比較的規

模の大きな事例では、検討会等により事前に環境の影響を検討していることが多いと考えられ

た。 
 
 

表Ⅰ-13  比較的規模の大きな事例での影響評価 

事業規模 

面積 

(ha) 

事業分類 土砂類の分類 
環境検討の際の 

協議対象者 

有効利用の目的

の達成状況及び

環境影響のモニ

タリング計画の

策定 

 620※2 C.干潟・浅場造成 ①浚渫土砂（海域） 検討会による審議 両方していた 

250 C.干潟・浅場造成 ①浚渫土砂（海域） 検討会による審議 両方していた 

75 F.底質改善 ①浚渫土砂（海域） 資料の保存期間が

過ぎており確認で

きないため不明 

両方していた※1 

56※2 B.干潟造成 ①浚渫土砂（海域） 資料の保存期間が

過ぎており確認で

きないため不明 

両方していた※1 

47 F.底質改善 ①浚渫土砂（海域） 検討会による審議 両方していた 

45 E.深掘修復 ①浚渫土砂（海域） 検討会による審議 両方していた 

40※2 B.干潟造成 ③浚渫土砂（河川・ダム） 検討会による審議 両方していた 

※1：残存情報から判断 

※2：事業区域が複数の区域から構成 
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②比較的規模の小さな事業での協議対象者 

比較的規模の小さな事業として、40ha 未満の事業を抽出したところ、23 例が抽出された。こ

れらの事業を事業規模の多い順から並べ、協議対象者別にカウントしたもの表Ⅰ- 14 である。 
1ha 未満の規模の小さな事業でも検討会による審議を行っている場合もあれば、10ha 以上、

40ha 未満の比較的規模の大きな事業でも、地元説明のみの場合もあり、一定の傾向はみられな

かった。 
 

表Ⅰ-14  比較的規模の小さな事例での影響評価 

事業規模 

面積(ha) 

検討会・ 

地元説明 

検討会・事業主体(研

究機関)自ら影響検討 

検討会によ

る審議のみ 

地元説明

のみ 

事業主体(研究機

関)自ら影響検討 
合計 

30～40 0 0 1 1 0 2 

20～30 1 0 0 1 0 2 

10～20 1 1 0 3 0 5 

 0～10 1 0 4 6 3 14 

 合計 3 1 5 11 3 23 
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15

10

0 0

（5）検討会の概要 

1）検討会開催主体 

検討会を実施した 25 例について開催主体をみると、「土砂排出側」が 15 例、「土砂受入側」

が 10 例であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図Ⅰ-12 検討会の開催主体 

 
 

表Ⅰ-15 検討会の開催主体の内訳 

 
  

 全体事例 
検討会開催事例 

 
土砂排出側 土砂受入側 

A.藻場造成 2(2) 1(1) 1(1) 0 

B.干潟造成 14(7) 10(6) 6(4) 4(2) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3 1 2 

D.浅場造成 1 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 7(1) 5 2(1) 

F.底質改善 9 3 1 2 

G.養浜 1 1 1 0 

H.その他 1 0 0 0 

小計 44(15) 25(8) 15(5) 10(3) 

土砂排出側 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 6 例(4) 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 5 例 
F.底質改善 1 例 
G.養浜 1 例 
 

土砂受入側 

事業別内訳 

B.干潟造成 4 例(2) 
C.干潟・浅場造成 2 例 
E.深掘修復 2 例(1) 
F.底質改善 2 例 

N＝25 

（3） 

（5） 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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1

6

2）設置根拠 

検討会の設置根拠は、「事業実施主体が自ら設置要領を作成して設置」が 18 例、「設置要領

を作成していないが、事業実施主体が自ら設置」が 1 例、「不明」が 6 例であった。不明の理

由は、資料の保存期間が過ぎているためであった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ-13 検討会の設置根拠 

 
表Ⅰ-16 検討会の設置根拠の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
全体 

事例 
 

 
検討会開催事例 

 
法令に基づ

いて設置 

条例に基づ

いて設置 

事業実施主体が自ら設置 
不明 

要領あり 要領なし 

A.藻場造成  2(2)    1(1) 0 0 1(1) 0 0 

B.干潟造成 14(7)   10(6) 0 0 5(3) 0    5(3) 

C.干潟・浅場造成  9(5) 3 0 0 3 0 0 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1)    7(1) 0 0 5(1) 1 1 

F.底質改善 9 3 0 0 3 0 0 

G.養浜 1 1 0 0 1 0 0 

H.その他 1 0 0 0 0 0 0 

小計 44(15)   25(8) 0 0 18(5) 1    6(3) 

事業実施主体自ら設置 

設置要領あり 

事業別内訳 

A.藻場造成       1 例(1) 
B.干潟造成       5 例(3） 
C.干潟・浅場造成 3 例 
E.深掘修復 5 例(1) 
F.底質改善 3 例 
G.養浜 1 例 

不明 

事業別内訳 

B.干潟造成       5 例(3） 
E.深掘修復       1 例 
 

事業別内訳 

E.深掘修復       1 例 
(5) 

(3) 

N＝25 

事業実施主体自ら設置 

設置要領なし 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

注）委員会の設置根拠が条例等に基づくものか、事業実施主体が自ら設置したものか追加アンケート調査により確

認した。 

注）事例の中には「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」（平成 14 年法律第 120 号）に基づ

く「有明海・八代海等総合調査評価委員会」で報告されている事例もあるが、事例の実施は研究目的であり、

委員会とは関係しない。 

注）法令・条例に基づいて設置されたものは 0 例であった。 
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1

9

5

6

4

3）検討会の構成人数 

検討会の構成人数は「5 人以下」が 1 例、「6～10 人」が 9 例、「11～15 人」が 5 例、「16 人

以上」が 6 例、「不明」が 4 例であった。不明の理由は、資料の保存期間が過ぎているためで

あった。また、この他にも、オブザーバーが参加している事例もあった。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

図Ⅰ-14 検討会の構成人数 

 
 

表Ⅰ-17 検討会の構成人数の内訳 

 

 

 

 

  

 

 

全体 

事例 

検討会開催事例 

 5 人以下 6～10 人 11～15 人 16 人以上 不明 

A.藻場造成 2(2) 1(1) 0 1(1) 0 0 0 

B.干潟造成 14(7) 10(6) 0 3(1) 1 3(2) 3(3) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3 1 1 0 1 0 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 7(1) 0 3 2(1) 1 1 

F.底質改善 9 3 0 1 2 0 0 

G.養浜 1 1 0 0 0 1 0 

H.その他 1 0 0 0 0 0 0 

小計 44(15) 25(8) 1 9(2) 5(1） 6(2) 4(3) 

5 人以下 

16 人以上 

事業別内訳 

C.干潟・浅場造成 1 例 
 

事業別内訳 

B.干潟造成 3 例(2） 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 1 例 
G.養浜 1 例 

6～10 人 

不明 

11～15 人 

事業別内訳 

B.干潟造成       3 例(3） 
E.深掘修復       1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 3 例(1） 
C.干潟・浅場造成      1 例 
E.深掘修復 3 例 
F.底質改善 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
E.深掘修復 2 例(1) 
F.底質改善 2 例 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 

N＝25 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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4）構成メンバーの属性 

検討会を開催している 25 例のうち、検討会の構成メンバーに「環境分野の学識経験者」が

含まれるのは 19 例、「環境分野以外の学識経験者」が含まれるのが 13 例、「関係行政機関」が

含まれるのが 17 例、「漁業関係者」が含まれるのが 9 例、「住民」が含まれるのが 1 例、「その

他」が含まれるのが 4 例、「不明」が 4 例であった。その他は環境関係機関や海事関係者など

であった。「不明」の理由は資料の保存期間が過ぎているためであった。また、検討会メンバー

に漁業関係者が含まれていない場合でも、別途漁業関係者に意見を頂く場を設けている場合も

あった。      
また、別途住民説明会を実施している事例もあった。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅰ-18 構成メンバーの属性の内訳 

 全体 

事例 

検討会 

開催事例 

環境分野の

学識経験者 

環境分野

以外の学

識経験者 

関係行政 

機関 

漁業 

関係者 
住民 その他 不明 合計 

A.藻場造成 2(2) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 0 0 0 0 3(3) 

B.干潟造成 14(7) 10(6) 5(2) 5(2) 5(2) 1 0 1(1) 3(2) 20(9) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3 3 2 2 2 0 2 0 11 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 7(1) 6(1) 3(1) 5(1) 3 0 1 1 19(3) 

F.底質改善 9 3 3 1 3 2 0 0 0 9 

G.養浜 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 

H.その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 44(15) 25(8) 19(4) 13(4) 17(4) 9 1 4(1) 4(2) 67(15) 

そ
の
他 

環
境
分
野
の 

学
識
経
験
者 

漁
業
関
係
者 

関
係
行
政 

機
関 

環
境
分
野
以
外
の 

学
識
経
験
者 

住
民 

不
明 

N＝67 
（複数回答あり） 

19(4) 

17(4) 

13(4) 

4(1) 

1 

図Ⅰ-15 構成メンバーの属性 

4(2) 

9 

 (1) (2) 

 (2) 

 (1) 

 (1)  (1)  (1) 

 (1) 
 (1) 

 (2)  (2) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

注）複数回答を集計 

A.藻場造成

B.干潟造成

C.干潟・浅場造成

D.浅場造成

E.深掘修復

F.底質改善

G.養浜

H.その他

※検討会を開催している事

例は 25 件 
※事業分類毎に件数は異な

る。 
※別途、住民向けに地元説

明会が実施されている事

例もある。 
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（6）有効利用の効果、環境への影響の確認 
1）有効利用の目的の達成状況及び海洋環境への影響の確認 

有効利用の目的の達成状況または海洋環境への影響の確認は、「両方確認していた」が37例、

「有効利用の目的の達成状況のみ確認していた」が 4 例、「環境影響のみ確認していた」が 2
例、「どちらもしていない」が 1 例であった。「どちらもしていない」事例は、現在施工中であ

るためであり、干潟造成完成後に追跡調査（形状、底生生物、効果等）を 3 ヶ年実施する計画

となっている事例である。 
 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

図Ⅰ-16 有効利用の効果、環境への影響の確認 

 
表Ⅰ-19 有効利用の効果、環境への影響の確認の内訳 

 両方確認 
有効利用の

効果のみ 
環境影響のみ 

どちらも 

していない 
合計 

A.藻場造成    2(2) 0 0 0    2(2) 

B.干潟造成   12(7) 0 1 1   14(7) 

C.干潟・浅場造成    6(2)    3(3) 0 0    9(5) 

D.浅場造成 0 0 1 0 1 

E.深掘修復    7(1) 0 0 0    7(1) 

F.底質改善 8 1 0 0 9 

G.養浜 1 0 0 0 1 

H.その他 1 0 0 0 1 

小計    37(12)    4(3) 2 1    44(15) 

 

 

 

  

（3） 

（12） 

事業別内訳 

C.干潟・浅場造成 3 例(3) 
F.底質改善 1 例 

N＝44 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
D.浅場造成 1 例 
 

有効利用の効果のみ確認していた 

環境影響のみ確認していた どちらもしていない 

両方確認していた 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 12 例(7) 
C.干潟・浅場造成 6 例(2) 
E.深掘修復 7 例(1) 
F.底質改善 8 例 
G.養浜 1 例 
H.その他 1 例 
 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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表Ⅰ-20 有効利用の効果のモニタリング項目 

有効利用の効果の確認モニタリング項目 件数 

測量（土砂の流出確認、地形確認） 10(4) 

水質（pH、COD、DO、塩分 等） 11(2) 

底質(粒度組成、強熱減量、硫化物 等) 20(8) 

底生生物（個体数、種類、質重量 等） 22(11) 

水産有用種（アサリ 等）生育状況 13(5) 

その他（藻場調査、浮泥堆積厚、物理的安定性・安全性の確認 等） 10(5) 

注）自由記載を集計 
 

表Ⅰ-21 環境への影響確認のモニタリング項目 

環境への影響の確認モニタリング項目 件数 

測量（土砂の流出確認、地形確認） 5(4) 

水質（pH、COD、DO、塩分 等） 22(4) 

底質(粒度組成、強熱減量、硫化物 等) 28(10) 

底生生物（個体数、種類、質重量 等） 21(8) 

水産有用種（アサリ 等）成育状況 3(2) 

その他（流況調査、濁度、砂面変動、物理的安定性・安全性の確認 等） 12(5) 

注）自由記載を集計 

 

 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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37

4
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2）モニタリング計画 

有効利用の目的の達成確認及び海洋環境への影響確認のためのモニタリングを実施した事

例及び実施予定である事例において、事前に計画を立ててからモニタリングを行っているか確認

したところ、「有効利用及び環境影響の両方について計画を策定」が 37 例、「有効利用のみ計画を

策定」が 4 例、「環境影響のみ計画を策定」が 2 例、であった。「不明」は 1 例であり、資料の保

存期間を過ぎているなどの理由であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅰ-17 モニタリング計画 

 
表Ⅰ-22 モニタリング計画の内訳 

 両方計画 有効利用のみ計画 環境影響のみ計画 不明 合計 
A.藻場造成 2(2） 0 0 0 2(2) 

B.干潟造成 13(7) 0 1 0 14(7) 

C.干潟・浅場造成 6(2)    3(3) 0 0 9(5) 

D.浅場造成 0 0 1 0 1 

E.深掘修復 7(1) 0 0 0 7(1) 

F.底質改善 8 1 0 0 9 

G.養浜 1 0 0 0 1 

H.その他 0 0 0 1 1 

小計   37(12)   4(3) 2 1   44(15) 

 

 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

  

(3) 

(12) 

N＝44 

事業別内訳 

H.その他 1 例 

不明 

事業別内訳 

C.干潟・浅場造成 3 例(3) 
F.底質改善 1 例 

有効利用のみ計画を策定 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
D.浅場造成 1 例 

環境影響のみ計画を策定 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 13 例(7) 
C.干潟・浅場造成 6 例(2) 
E.深掘修復 7 例(1) 
F.底質改善 8 例 
G.養浜 1 例 

両方について計画を策定 
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3）モニタリング期間 

① 有効利用の目的の達成確認のためのモニタリング期間 

有効利用の目的の達成確認のためのモニタリング期間は、「5 年以下」が一番多く、次いで「6
～10 年」であった。現在もモニタリング実施中であり、最終的な期間が分からない事例は「モ

ニタリング継続中」とした。なお、モニタリングの期間が最も短かった事例は、浚渫土砂（ダ

ム・河川）を利用した干潟・浅場造成で、期間は 1 年間であった。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

図Ⅰ-18 有効利用の確認モニタリング期間 

 
表Ⅰ-23 有効利用の確認モニタリング期間の内訳 

 
 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

 

 

 
全体 

事例 

有効利用モニタリング事例 

 
5 年以下 6～10 年 11～15 年 

16 年 

以上 

モニタリン

グ継続中 
不明 

A.藻場造成    2(2)    2(2) 0   2 (2) 0   0   0  0   

B.干潟造成   14(7)   12(7) 5 (5) 1   0   1   2 (1) 3 (1) 

C.干潟・浅場造

成 
   9(5)    9(5) 3 (3) 2 (1) 0   0   2  2 (1) 

D.浅場造成 1 0 0   0   0   0   0   0   

E.深掘修復    7(1)    7(1) 2   1 (1) 0   0   2   2   

F.底質改善 9 9 1   4   1   0   1   2   

G.養浜 1 1 0   1   0   0   0   0   

H.その他 1 1 1   0   0   0   0   0   

小計 44(15) 41(15) 12 (8) 11 (4) 1   1   7 (1) 9 (2) 

5 年以下 

16 年以上 

不明 
モニタリング継続中 

11～15 年 

6～10 年 

事業別内訳 

B.干潟造成 5 例(5) 
C.干潟・浅場造成 3 例(3) 
E.深掘修復 2 例 
F.底質改善 1 例 
H.その他 1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 1 例 
C.干潟・浅場造成 2 例(1) 
E.深掘修復 1 例(1) 
F.底質改善 4 例 
G.養浜 1 例 

事業別内訳 

F.底質改善 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 2 例(1) 
C.干潟・浅場造成 2 例 
E.深掘修復 2 例 
F.底質改善 1 例 
 

事業別内訳 

B.干潟造成 3 例(1) 
C.干潟・浅場造成 2 例(1) 
E.深掘修復 2 例 
F.底質改善 2 例 
 

N＝41 

（8） 

（1） 

（2） 

（4） 
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② 環境への影響確認のためのモニタリング期間 

環境への影響確認のためのモニタリング期間は、「5 年以下」が一番多く、次いで「6～10 年」

であった。現在もモニタリング実施中であり、最終的な期間が分からない事例は「モニタリン

グ継続中」とした。なお、モニタリングの期間が最も短かった事例は、浚渫土砂（海域）を利用

した深堀修復の事例で、期間は 1 年半であった。 
 

  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図Ⅰ-19 環境への影響の確認モニタリング期間 

 
表Ⅰ-24 環境への影響確認モニタリング期間の内訳 

 
全体 

事例 

環境影響モニタリング事例 

 
5 年以下 6～10 年 11～15 年 16 年以上 

モニタリン
グ継続中 不明 

A.藻場造成 2(2)    2(2) 0   1 (1) 0   0   1 (1) 0   

B.干潟造成 14(7)   13(7) 5 (5) 1   0 
 

1   2 (1) 4 (1) 

C.干潟・浅場造
成 

9(5)    6(2) 1  2 (1) 0   0   0  3 (1) 

D.浅場造成 1 1 0   0   0   0   1   0   

E.深掘修復 7(1)    7(1) 3   1 (1)  0   0   2   1   

F.底質改善 9 8 1   4   1   0   1   1   

G.養浜 1 1 0   1   0   0   0   0   

H.その他 1 1 1   0   0   0   0   0   

小計 44(15) 39(12) 11 (5) 10 (3) 1  1   7 (2) 9 (2) 

 

 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

 
  

（2） 

5 年以下 

11～15 年 

16 年以上 

不明 
モニタリング継続中 

6～10 年 

N＝39 

事業別内訳 

B.干潟造成 5 例(5) 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 3 例 
F.底質改善 1 例 
H.その他 1 例 

事業別内訳 

F.底質改善 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 

事業別内訳 

B.干潟造成 4 例(1) 
C.干潟・浅場造成 3 例(1) 
E.深掘修復 1 例 
F.底質改善 1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成           1 例(1) 
B.干潟造成           2 例(1) 
D.浅場造成           1 例 
E.深掘修復 2 例 
F.底質改善 1 例 

（2） 

（5） 

（3） 事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 1 例 
C.干潟・浅場造成 2 例(1) 
E.深掘修復 1 例(1) 
F.底質改善 4 例 
G.養浜 1 例 
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③ モニタリングの期間の根拠 

モニタリング期間決定の根拠として、「工事の影響など環境への影響が一時的に増加すると

考えられる期間として設定」が 5 例、「事業実施後、有効利用の効果（アサリの固着、DO の改

善）が最初に発現すると思われる期間として設定」が 6 例、「事業実施後有効利用の効果が安

定すると思われるまでの期間として設定」が 35 例、「その他」が 6 例、「不明」が 3 例であっ

た。その他の内容としては、国補助事業の実施要領の運用で定められている報告が必要な期間

や効果の持続状況を確認するため継続中などであった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図Ⅰ-20 モニタリング期間根拠 

 

    表Ⅰ-25 モニタリング期間根拠の内訳 

 

 

  

 全体 

事例 

モニタリ

ング事例 

影響が一時的に

増加する期間 

効果が最初に

発現する期間 

効果が安定

する期間 
その他 不明 合計 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 0 0    2(2) 0 0 2(2) 

B.干潟造成 14(7) 13(7) 1 3   13(7) 0 0 17(7) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 9(5) 1    2(2)    9(5) 1 0 13(7) 

D.浅場造成 1 1 1 0 0 0 0 1 

E.深掘修復 7(1) 7(1) 2 0    5(1) 1 0  8(1) 

F.底質改善 9 9 0 1 5 3 3 12 

G.養浜 1 1 0 0 1 1 0 2 

H.その他 1 1 0 0 0 0 0 0 

小計   44(15) 43(15) 5    6(2)    35(15) 6 3 55(17) 

影
響
が
一
時
的
に 

増
加
す
る
期
間 

効
果
が
最
初
に 

発
現
す
る
期
間 

不
明 

効
果
が
安
定 

す
る
期
間 

そ
の
他 

（2

N＝55 
(複数回答あり) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

6(2) 

35(15) 

5 
3 

6 

（1） 

（5） 

（7） 

（2） 

（2） 

1 1 

1 

注）複数回答を集計 

A.藻場造成

B.干潟造成

C.干潟・浅場造成

D.浅場造成

E.深掘修復

F.底質改善

G.養浜

H.その他
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④ モニタリングの期間別の根拠 

モニタリング期間の根拠として、モニタリング期間が判明している事例でその根拠について

アンケートで回答が得られた事例を対象とした。「5 年以下」、「6～10 年」、「継続中」の事例で

は、いずれも「効果が安定する期間」を根拠にモニタリング期間を設定していた。なお、「16 年

以上」の例では、「効果が最初に発現する期間」から「効果が安定する期間」まで長期に渡りモ

ニタリングをしている事例もみられた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  図Ⅰ-21 有効利用の確認モニタリング期間の根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図Ⅰ-22 環境への影響の確認モニタリング期間の根拠 

 

 

(3) (2) 

11 1 1

10 9

1

6

1 2

1

1 2

10

2

4

6

8

10

12

14

16

～5年 ～10年 ～15年 16年以上 継続中

影響が一時的に増加する期間

効果が最初に発現する期間

効果が安定する期間

その他

不明

13(9) 
14(5) 

1 
2 

8(1) 

(8) 

(1) 

(4) 

(1) 

(1) 

21

9 8

1

5

1 2
1

1 2

10

2

4

6

8

10

12

14

～5年 ～10年 ～15年 16年以上 継続中

11(5) 
12(3) 

1 

2 

8(2) 

(5) 

N＝38 
(複数回答あり) 

N＝34 
(複数回答あり) 

注）有効利用の目的の達成確認のためのモニタリング期間が判明している事例のみを対象とした。 

注）環境への影響の確認のためのモニタリング期間が判明している事例のみを対象とした。 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

(3) 
(2) 

影響が一時的に増加する期間

効果が最初に発現する期間

効果が安定する期間

その他

不明
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15

2
27

（7）中詰材を利用する覆砂事例について 

1）有効利用として中詰材を使用した上で覆砂を実施している事例 

覆砂を行っている事例について、中詰材と覆砂材についてそれぞれ検討しているか確認した。

確認にあたっては、有効利用として中詰材を使用し、その上に覆砂を行っている事例を対象と

した。 
覆砂を行っている事例としては、主として深掘修復が挙げられる。深掘修復の全 7 例の中で

4 例が覆砂を行っているとの回答があった。その他の 3 例は、覆砂を行う予定があるが未実施

である事例が 2 例、良質な砂を使用しているため覆砂を必要としなかった事例が 1 例であっ

た。 
調査した 44 例の中で、「中詰材を使用した上で覆砂を行った」が 15 例、「中詰材については

既に施工されており、今後覆砂を行う予定である」が 2 例、「中詰材の使用・覆砂を行ってい

ない」が 27 例であった。 
覆砂をすでに行った 15 例について、以降の項目を確認した。 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
中詰材を使用した上で 

覆砂を行った 

中詰材については既に

施工されており、今後

覆砂を行う予定である 

中詰材の 

使用・覆砂を 

行っていない 

合計 

A.藻場造成 2(2) 0 0   2(2) 

B.干潟造成 6(3) 0 8(4)   14(7) 

C.干潟・浅場造成 3(2) 0 6(3)    9(5) 

D.浅場造成 0 0 1 1 

E.深掘修復 4 2 1(1)    7(1) 

F.底質改善 0 0 9 9 

G.養浜 0 0 1 1 

H.その他 0 0 1 1 

小計 15(7) 2   27(8)    44(15) 

図Ⅰ-23 覆砂を行っている事例 

表Ⅰ-26 覆砂を行っている事例の内訳 

中詰材を使用した上で 

覆砂を行った 中詰材の使用・覆砂を行っていない 

事業別内訳 

E.深掘修復 2 例 

中詰材については既に 

施工されており、今後覆砂

を行う予定である 

事業別内訳 

B.干潟造成 8 例(4) 
C.干潟・浅場造成 6 例(3) 
D.浅場造成 1 例 
E.深掘修復 1 例(1) 
F.底質改善 9 例 
G.養浜 1 例 
H.その他 1 例 (8) 

(7) 

N＝44 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 6 例(3) 
C.干潟・浅場造成 3 例(2) 
E.深掘修復 4 例 
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6

7

2

2）有害性の有無の確認 

① 有害性の有無の確認 

 有害性の有無の確認を「事業者自らまたは事業者以外が中詰材及び覆砂材で分けて確認した」

が 6 例、「事業者自らまたは事業者以外が中詰材のみ確認した」が 7 例、「不明」が 2 例であっ

た。中詰材のみ確認した理由は、購入した海砂等であり安全が確認されているため、岩石採取

許可を受けた採取場からの購入山砂利用のためであった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 全体事例 

覆砂事例 

 分けて確認

していた 

中詰材のみ

確認した 
不明 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 0 2(2) 0 

B.干潟造成  14(7) 6(3) 2(2) 3(1) 1 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3(2) 2(1) 1(1) 0 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 4 2 1 1 

F.底質改善 9 0 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 0 

小計 44(15) 15(7) 6(3) 7(4) 2 

事業者自らまたは事業者以外が 

中詰材・覆砂材に分けて確認した 
不明 

事業別内訳 

B.干潟造成 2 例(2) 
C.干潟・浅場造成 2 例(1) 
E.深掘修復 2 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 4 例(2) 
･適用区域外 2 例(1) 
 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
E.深掘修復 1 例 
 

港則法適用区域との関係 
･適用区域外 1 例 
･港則法適用区域内外 1 例 

N＝15 

図Ⅰ-24 中詰材・覆砂材の有害性確認時の分け方 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 3 例(1) 
C.干潟・浅場造成 1 例(1) 
E.深掘修復 1 例 
 

港則法適用区域との関係 
･適用区域内 5 例(3) 
･適用区域外 2 例(1) 
 

業者自らまたは事業者以外が 

中詰材のみ確認した 

(4) 

(3) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

表Ⅰ-27 中詰材・覆砂材の有害性確認時の分け方の内
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② 中詰材の有害性の有無等の確認項目 

覆砂を行っている 15 例のうち、中詰材の有害性の有無の確認を行っていた 13 例では、全て

一般水底土砂の判定基準への適合状況を確認していた。そのうち 4 例では、一般水底土砂の判

定基準に加えてその他の項目についても確認していた。その他の項目としては、油分、熱しゃ

く減量等の確認を行っていた。また、すべての事例において中詰材は一般水底土砂の判定基準

を満たしているものを使用していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅰ-28 その他の確認項目 

項  目（中詰材） 件数 項  目（覆砂材） 件数 

油分 3 強熱減量（IL） 3 

生物毒性試験 1 COD 1 

総水銀 1 小規模現地実験 1 

PCB 1 ダイオキシン類 1 

硫化物 1   

 
 
 

  
 全体事例 

中詰材を確認した事例 

 
水底土砂の判定

基準及びその他 

水底土砂の 

判定基準のみ 

A.藻場造成    2(2)    2(2) 1(1) 1(1) 

B.干潟造成   14(7)    5(3) 1(1) 4(2) 

C.干潟・浅場造成    9(5)    3(2) 1(1) 2(1) 

D.浅場造成 1 0 0 0 

E.深掘修復    7(1) 3 1 2 

F.底質改善 9 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 

小計   44(15)   13(7) 4(3) 9(4) 

表Ⅰ-29 中詰材の有害性の有無等の確認内訳項目の内訳 

(3) 

(4) 

注）自由記載を集計 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

図Ⅰ-25 中詰材の有害性の有無等の確認項目 

N＝13 

一般水底土砂の判定基準のみ 事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 1 例(1) 
C.干潟・浅場造成 1 例(1) 
E.深掘修復 1 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 1 例(1) 
･適用区域外 3 例(2) 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 4 例(2) 
C.干潟・浅場造成 2 例(1) 
E.深掘修復 2 例 
 
港則法適用区域との関係 
･適用区域内 8 例(4) 
･適用区域外 1 例 

4

9

一般水底土砂の判定基準及び 

その他の項目両方 

(3) 

(4) 
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1

5

③ 覆砂材の有害性の有無等の確認項目 

覆砂を行っている 15 例のうち、覆砂材の有害性の有無の確認を行っていた 6 例では、全て

一般水底土砂の判定基準への適合状況を確認していた。そのうち 1 例では、一般水底土砂の判

定基準に加えてその他項目についても確認していた。その他の項目としては、生物毒性試験や

小規模現地実験で確認を行っていた。また、すべての事例において、一般水底土砂の判定基準

を満たしているものを覆砂材として使用していた。 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

表Ⅰ-30 その他の確認項目 

項  目（中詰材） 件数 

生物毒性試験 1 

小規模現地実験 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 全体事例 

覆砂材を確認した事例 

 一般水底土砂の判

定基準及びその他 

一般水底土砂の

判定基準のみ 

A.藻場造成    2(2) 0 0 0 

B.干潟造成   14(7)    2(2) 0    2(2) 

C.干潟・浅場造成    9(5)   2(1)   1(1) 1 

D.浅場造成 1 0 0 0 

E.深掘修復    7(1) 2 0 2 

F.底質改善 9 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 

小計   44(15)    6(3)    1(1)    5(2) 

図Ⅰ-26 覆砂材の有害性の有無等の確認項目 

N＝6 

一般水底土砂の判定基準のみ 
事業別内訳 

C.干潟・浅場造成 1 例(1) 
 
港則法適用区域との関係 

･適用区域内 1 例(1) 

事業別内訳 

B.干潟造成 2 例(2) 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 2 例 
 
港則法適用区域との関係 

･適用区域内 3 例(1) 
･適用区域外 2 例(1) 

一般水底土砂の判定基準及び 

その他の項目両方 

(2) 

(1) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

表Ⅰ-31 覆砂材の有害性の有無等の確認内訳項目の内訳 

注）自由記載を集計 
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6

7

2

3）中詰材の事前処理 

覆砂を行っている 15 例で、中詰材として使用する土砂類を「事前に処理をした」が 6 例、

「事前に処理をしなかった」が 7例、「不明」が 2例であった。「不明」の理由は、資料の保存

期間が過ぎたためであった。また、「事前に処理をした」と回答した事例全てにおいて、含泥率

や粒度調整、干潟の強度のための改質などの、品質について処理を行っていた。 

 

 全体事例 

覆砂事例 

 処理をした 処理をしなかった 不明 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 1(1)   1(1) 0 

B.干潟造成 14(7) 6(3) 2(2)   3(1) 1 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3(2) 2(2) 1 0 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 4 1 2 1 

F.底質改善 9 0 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 0 

小計 44(15) 15(7) 6(5)    7(2) 2 

処理をした 

不明 

処理をしなかった 

事業別内訳 

B.干潟造成 1 例 
E.深掘修復 1 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 3 例(1) 
C.干潟・浅場造成 1 例 
E.深掘修復 2 例 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 2 例(2) 
C.干潟・浅場造成 2 例(2) 
E.深掘修復 1 例 

図Ⅰ-27 中詰材の事前処理 

表Ⅰ-32 中詰材の事前処理の内訳 

（5） 

（2） 

N＝15 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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14

1

4）中詰材の性状 

① 中詰材及び覆砂材の性状の確認 

覆砂を行っている 15 例で、中詰材及び覆砂材の性状を「個別に確認している」が 14 例、「不

明」が 1 例であった。「不明」の理由は、資料の保存期間が過ぎているためであった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 全体事例 覆砂事例 
 個別に確認 不明 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 2(2) 0 

B.干潟造成 14(7) 6(3) 6(3) 0 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3(2) 3(2) 0 

D.浅場造成 1 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 4 3 1 

F.底質改善 9 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 

計 44(15) 15(7) 14(7) 1 

図Ⅰ-28 中詰材及び覆砂材の性状確認 

個別に確認している 

N＝15 

不明 

表Ⅰ-33 中詰材及び覆砂材の性状確認の内訳 

事業別内訳 

E.深掘修復 1 例 
 

事業別内訳 

A.藻場造成 2 例(2) 
B.干潟造成 6 例(3) 
C.干潟・浅場造成 3 例(2) 
E.深掘修復 3 例 

(7) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 
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10

12

14

礫 砂質 シルト粘土質 その他

② 中詰材の性状 

中詰材として使用した土砂類の性状は、中詰材の性状が判別できる 14 例のうち、「礫」が 1
例、「砂質」が 5 例、「シルト粘土質」が 12 例、「その他」が 1 例であった。14 例のうち 12 例

でシルト粘土質が使用されていた。また「その他」の内容はペーパースラッジ灰造粒物や、ク

リンカアッシュであった。中詰材としては、充填効果が求められるため、十分な量が安定的に

確保できるシルト粘土質を中詰材として選択している事例が多くみられた。 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 全体 

事例 

中詰材の性

状が判別で

きる事例 
礫 砂質 シルト

粘土質 その他 合計 

A.藻場造成 2(2) 2(2) 0 0 2(2) 0 2(2) 

B.干潟造成 14(7) 6(3) 0 2(1) 6(3) 0 8(4) 

C.干潟・浅場造成 9(5) 3(2) 1 2(1) 2(2)    1(1) 6(4) 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 0 0 

E.深掘修復 7(1) 3 0 1 2 0 3 

F.底質改善 9 0 0 0 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 0 0 0 

計 44(15) 14(7) 1 5(2) 12(7)    1(1) 19(10) 

図Ⅰ-29 中詰材の性状 

N＝19 

表Ⅰ-34 中詰材の性状の内訳 

(4) 

(1) 

(2) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

（複数回答あり） 

12(7) 

1(1) 

5(2) 

1 
(1) 

(1) 

(3) 

(2) 

(2) 
(1) 

注）複数回答を集計 

A.藻場造成

B.干潟造成

C.干潟・浅場造成

D.浅場造成

E.深掘修復

F.底質改善

G.養浜

H.その他
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礫 砂質 シルト粘土質 その他

③ 覆砂材の性状の確認 

覆砂材として使用した土砂類の性状は、覆砂材の性状が判別できる 14 例のうち、「礫」が 4
例、「砂質」が 13 例、「シルト粘土質」が 2 例、「その他」が 1 例であった。14 例のうち 13 例

で砂質が使用されていた。また「その他」の内容はペーパースラッジ灰造粒物や、クリンカア

ッシュであった。覆砂材として、A.藻場造成では礫、B.干潟造成、C.干潟・浅場造成の干潟造

成関係の事例では、砂質を使用している事例が多くみられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 全体 

事例 

覆砂の性状が

判別できる 

事例 

礫 砂質 シルト

粘土質 その他 合計 

A.藻場造成    2(2) 2(2)    2(2)    1(1) 0 0    3(3) 

B.干潟造成   14(7) 6(3)    2(1)    6(3) 2(1) 0    10(5) 

C.干潟・浅場造成    9(5) 3(2) 0    3(2) 0 1(1)    4(3) 

D.浅場造成 1 0 0 0 0 0 0 

E.深掘修復    7(1) 3 0 3 0 0 3 

F.底質改善 9 0 0 0 0 0 0 

G.養浜 1 0 0 0 0 0 0 

H.その他 1 0 0 0 0 0 0 

計   44(15) 14(7)    4(3)    13(6) 2(1) 1(1)    20(11) 

表Ⅰ-35 覆砂材の性状の内訳 

N＝20 
図Ⅰ-30 覆砂材の性状 

4(3) 

13(6) 

2(1) 

1(1) 

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

(複数回答 あり) 

(2) 

(1) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 
(1) 

注）複数回答を集計 

A.藻場造成

B.干潟造成

C.干潟・浅場造成

D.浅場造成

E.深掘修復

F.底質改善

G.養浜

H.その他
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5）覆砂材の厚さについて 

覆砂材の厚さが「0.3～0.5ｍ」が 11 例、「0.5～1.0ｍ」が 2 例、「1.0～2.0ｍ」が 2 例であっ

た。また、厚さ設計の考え方として多かった項目は、工事施工精度、アサリや底生生物等の生物

の生息深度、利用上の干潟の安全性、快適性等であった。根拠としては、干山(1998)を引用して

いるものがあった。※ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
全体 

事例 
覆砂事例 

 0.3～

0.5ｍ 

0.5～

1.0ｍ 

1.0～

2.0ｍ 

A.藻場造成   2(2) 2(2) 1(1)  1(1) 0 

B.干潟造成  14(7) 6(3) 5(2) 1(1) 0 

C.干潟・浅場造成   9(5) 3(2) 2(2)  0 1 

D.浅場造成 1 0  0  0 0 

E.深掘修復   7(1) 4  3  0 1 

F.底質改善 9  0  0  0 0 

G.養浜 1  0  0  0 0 

H.その他 1  0  0  0 0 

計 44(15) 15(7) 11(5) 2(2) 2 

主な「覆砂材の厚さ設計」の考え方 件数 

①工事施工精度 5(2) 

②アサリや底生生物等の生物の生息深度 4(3) 

③利用上の干潟の安全性、快適性 3(1) 

④不明(資料の保存期間が過ぎているため) 3(1) 

11

2

2

注）図表中の（ ）内の数字は実験段階の事例を示し、各例数の内数を示す。 

0.5ｍ～1.0ｍ 

0.3ｍ～0.5ｍ 

事業別内訳 
C.干潟・浅場造成        1 例 
E.深掘修復 1 例 

表Ⅰ-36 覆砂材の厚さの内訳 

事業別内訳 
A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 1 例(1) 
 

図Ⅰ-31 覆砂材の厚さ 

事業別内訳 

A.藻場造成 1 例(1) 
B.干潟造成 5 例(2) 
C.干潟・浅場造成 2 例(2) 
E.深掘修復 3 例 

N＝15 

(5) 

(2) 

1.0ｍ～2.0ｍ 

表Ⅰ-37 覆砂材の厚さ設計の考え方 

注）自由記載を集計 

※干山善幸,"覆砂の設計",沿岸の環境圏 フジテクノシステム p.1151 (1998) 
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7

11

（8）一般海域における土砂等の投入に関する手続きの有無について 

1) 一般海域における土砂の投入の行為について 

今回、海域における土砂の有効利用が確認された 18 都道府県において、一般海域における

土砂の投入について、何らかの申請等の手続きがあるか、調査を行った。 
今回対象とした 18 自治体のうち、7 自治体で条例･規則が定められていたが、残りの 11 自

治体では条例･規則がなかった。条例･規則がない場合も、「原則認めない」ものや「各土木事

務所で対応」、「個別案件で相談･指導」、「地元同意を得るよう指導」など、何らかの対応をと

るとする自治体が多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 土砂の投入に関係する許可･届出手続きについて 

土砂の投入に関する手続きでは、条例･規則の定められている 7 自治体のうち、投入の行為

についての許可を求める自治体が 4 自治体と最も多く、ほかは形状の変更、占用、使用に関す

る許可･届けを求める自治体であった。 
分析項目については、「申請にあたり一般水底土砂の確認項目（有害物質）の有無の確認は

必ず行っている」、との回答があった自治体が１件あったが、「個別案件次第なので一概に言え

ない」という自治体がほとんどであった。 
 

表Ⅰ-38 土砂の投入に関する手続きについて 

土砂の投入・仮置きに関係する許可･届出手続き 自治体数 

条例･規則あり  ７ 

行為について （４） 

形状の変更 （１） 

占用許可 （１） 

使用許可 （１） 

条例･規則なし １１ 

計 １８ 

 

 

 

図Ⅰ-32 一般海域における土砂の投入に関係する条例・規則の整備業況 

条例・規則が定められている 

条例・規則がない 
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Ⅱ．詳細調査結果について 

 
１．対象事例の選定方法 

収集した 44 例のうち、有効利用の基本的な要件となる表Ⅱ-1の 6項目について、すべて

確認できる等の条件により事例をスクリーニングし、表Ⅱ-2 の観点から確認を行い、詳細

調査の対象事例の選定を行った。 

 

表Ⅱ-１ スクリーニング条件 

①土砂類の有害性の有無について事業者自ら確認している。 

②土砂類の品質について確認している。 

③有効利用の実施計画を確認している。 

④環境影響の事前検討がされている。 

⑤モニタリング計画がある（有効利用の目的の達成及び、環境影響）。 

⑥モニタリングの実施されている（有効利用の目的の達成及び、環境影響）。 

 

表Ⅱ-２ 対象事例の選定の際の観点 

項目 細目 

有害性の有無 水底土砂の判定基準に加えて、強熱減量、COD、その他の有害物質

等について、調査の必要性の検討を実施している。 

有効利用の必要性 科学的に検討し、定性的・定量的な評価を行っている。 

有効利用の効果の検証 効果が見られたことが確認されている。 

 

これら、選定されたスクリーニングされた事例のうち、さらに、事業分類の中で比較的

規模の大きいもの、かつ、事業終了年度が比較的最近のものであること（新たに収集可能

な資料が多いと想定されるため）、実験事例でないこと、特徴的な取組があること、情報に

アクセスしやすいこと等を考慮して、１事業分類につき１例程度を対象事業として選定し

た。 
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2．対象事例の選定結果 

最終的に対象とした事例の選定根拠を表Ⅱ-3 に示す。次ページから、公表資料及びアン

ケート調査において確認できた情報を整理した。 

 

表Ⅱ-３ スクリーニングされた事例から対象事例の選定根拠 

事業 

分類 
事業名 

事業 

規模 

(ha) 

工事 

終了 

年度 

独自 

基準 

選

定 
選定理由 

B.干潟 

造成 

 

 

 

 

徳山下松

港人工干

潟整備事

業 

 

 

 

29.3 

 

 

 

H24 

 

 

 

あり 

 

 

 

○ 

 

 

 

徳山下松港の大島人工干潟は浚渫土の処分先と

しての整備とともに、周防灘沿岸域の人工干潟で

は初のアサリ場として漁業関係者や住民から着目

されており、その整備は今後の浚渫事業の推進に

も影響するものであり、「干潟整備マニュアル」を

作成のうえ取り組んだ事例であるため選定した。 

「干潟造成」の中では 3 番目に事業規模が大き

く、資料が充実している事例である。 

E.深掘 

修復 

伊勢湾再

生海域推

進プログ

ラム 

4.7 H23 － ○ 

 三河湾において大きな懸念材料である「貧酸素

水塊」の抑制に効果が期待できる方策として、湾全

体を対象とした優先すべき施策を検討した上での

実施例であるため選定した。 

事業規模は大きくはないが、資料が充実してい

る事例である。 

F.底質 

改善 

東京湾奥

部海域環

境創造事

業 

47 H18 － ○ 

内閣官房都市再生本部で決定された都市再生プ

ロジェクト「海の再生」を東京湾で推進するため、

関係機関が一体となって東京湾再生のための行動

を推進できる体制を構築して実施した事例である

ため選定した。 

事業規模が大きく、資料が充実している事例で

ある。 

G.養浜 

茅ヶ崎海

岸 ( 中 海

岸 地 区 )

侵食対策

事業 

－ H28 あり ○ 

 相模川にダムが建設されたことにより河川流出

土砂量が大幅に減少したことによる砂浜全体の減

少に対し、ダム等の施設と連携した養浜など、山、

川、海が連携した総合的な土砂管理の取組事例で

あるため選定した。 

「養浜事業」の中の 1 例であるが、資料が充実

しており、かつ、独自の管理マニュアルを設けてい

るなど、他事業にとっても参考例となるため選定

した。 
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3．詳細調査の結果 

 

徳山下松港人工干潟整備事業  

項目 概要 

事業者 国土交通省 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 

施工場所_海域 周防灘 

施工場所 山口県周南市徳山下松港大島地区 

事業規模(面積 ha) 29.3 

工事開始年度 Ⅰ期工事：H17年、Ⅱ期工事：H20年 

工事終了年度 Ⅰ期工事：H23年、Ⅱ期工事：H24年 

事業目的 アサリの生育場として浚渫土砂活用 

事業分類 B.干潟造成 

事業の実施希望者 国土交通省 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 

土砂類の分類 ①浚渫土砂（海域）、②海砂 

土砂類の排出元 干潟基盤：徳山下松港新南陽地区の航路・泊地整備事業で大量に発生した浚渫土砂 

覆砂材：比較的入手が容易な玄界灘の海砂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

位置図 

浚渫土砂の運搬 
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項目 概要 

①土砂類の有害性 一般水底土砂の判定基準、その他の有害物質による汚染（※） 

※水銀含有量、有機スズ（DBT、TBT、TPT）含有量・溶出量、ダイオキシン類含有量、ダイオキ

シン類溶出量 

②土砂類の品質 [確認内容] 

・アサリ成育場として、アサリの生息に適した粒径とした。（粒径：0.1～1.0mm（中央粒径）） 

・干潟地盤の形状を安定的に確保するために、干潟地盤の硬度を確認した。 

[確認方法] 

・覆砂材として使用する海砂の粒度分布を計測した。 

・干潟地盤の硬度測定を土壌硬度測定計で、静的コーン貫入試験を行った。 

③有効利用の必要性 ・「瀬戸内海環境修復計画」（中国地方整備局・水産庁漁港漁場整備部、2005）では、平成17年

以後20年間において、概ね昭和50年代以降に失われた干潟・アマモ場の約6割の面積（約600ha）

を修復することを目標として設定していた。 

・一方、近年アサリの収穫量が激減傾向であった周南市において、アサリ生育場としての干潟造

成を漁場環境整備として計画していた。 

・土砂排出事業側者の需要（徳山下松港の港湾整備事業で発生する浚渫土砂の有効活用）と地元

側の土砂受け入れの需要（周南市大島地区本庄浦地先におけるアサリが生育する干潟の規模拡

大）が大島地区において一致したことから、有効利用が実施されることとなった。 

・投入箇所の選定根拠 ・漁港・漁船航行上の活動を維持できること、漁港区域内であること等の条件から検討対象箇所

が選定された。 

④環境影響の事前検討 [影響が想定される事項] 

・造成後の流況変化を予測し、地形変化やアサリに対する影響を検討。 

・想定される周辺環境への影響（投入時のSS拡散、堆積土粒子の再浮遊、既存の生態環境へのダ

メージ、漁船航行）を挙げ、汚濁防止膜の展張など施工上必要な環境保全措置について記載。 

・造成用材の有害物質等の分析を行い、周辺環境への影響が想定されないことを確認。 

[環境影響の事前検討の際の協議対象者] 

徳山下松港干潟整備検討委員会にて検討 

 

⑤モニタリング計画 ・有効利用の目的の達成状況のモニタリング計画：策定していた 

・環境影響のモニタリング計画：策定していた 

※学識経験者及び行政関係者からなる徳山下松港干潟整備検討委員会を組織し、干潟整備及びモ

ニタリング計画等の検討過程及び結果を「徳山下松港 大島地区干潟整備マニュアル」（平成17

年3月）として整理。 

・モニタリングの実施

主体 

土砂排出側：国土交通省 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 

土砂受入側：周南市、地元漁協 

※上述のマニュアルに基づき項目において作業分担をしてモニタリングを実施 

⑥有効利用の目的の達

成状況及び環境影響の

確認 

[有効利用] 

・対象項目：アサリ成育調査、底質調査 

・時期：H21～H28年度 

・頻度：月1回～年2回 

[環境影響] 

・対象項目：水質、底質、生物調査 

・時期：H17～24年度 

・頻度：年2回 

・有効利用の効果 ・アサリの成育環境に適した覆砂材料、水深帯の確保によりアサリの成長を確認 

・底生生物、海草藻類等の生物生息、生産機能が創出され生物の多様性が向上していることを確

認 

・アマモ場の形成により海域の水質浄化機能の向上が図られていることを確認 

使用した主な文献 徳山下松港 大島地区干潟整備マニュアル（徳山下松港干潟整備検討委員会編、平成17年3月） 

アサリのすむ人工干潟をめざして～大島干潟整備におけるアサリの成育に配慮した施工と環境改

善効果～（平成26年度国土交通省国土技術研究会論文） 

http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/h26giken/program/kadai/pdf/jusyo/katsuryoku_03.pdf 

 

  

徳山下松港人工干潟整備事業 
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■トピック：品質 

・現地のアサリの生息状況に基づいて求められる品質を決めている。 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳山下松港人工干潟整備事業 
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■トピック：モニタリング計画 

・「干潟整備マニュアル」を作成し、事前にモニタリングの考え方、実施者等につい

て検討している。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳山下松港人工干潟整備事業 
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伊勢湾再生海域推進プログラム 

項目 概要 

事業者 国土交通省 中部地方整備局 三河港湾事務所 

施工場所_海域 三河湾 

施工場所 三河湾内 

大塚地区 

事業規模(面積 ha) 4.7 

工事開始年度 H23 

工事終了年度 H23 

事業目的 窪地における貧酸素水塊の発生による環境への影響が懸念 

事業分類 E.深掘修復 

事業の実施希望者 国土交通省 中部地方整備局 三河港湾事務所 

愛知県 建設部 港湾課 

土砂類の分類 ①浚渫土砂（海域） 

土砂の排出元 三河港航路泊地（-12m）浚渫工事による浚渫土砂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 22 年度修復位置 

平成 23 年度修復位置 



45 
 

項目 概要 

①土砂類の有害性 一般水底土砂の判定基準 

②土砂類の品質 [確認内容] 

・粒度 

[確認方法]  

・底質土砂のサンプリング・分析。 

※穴埋めはシルト系浚渫土を使用、覆砂に砂質系浚渫土で修復。 

③有効利用の必要性 事前調査により、夏季の溶存酸素飽和度が10％を下回り、極度に貧酸素化していること

が確認されており、底生生物の生息も確認されず、深掘跡による貧酸素水の発生は明確

であったことから、深堀跡の埋め戻しを実施する必要があった。 

・投入箇所の選定根拠 ・過去に深堀修復の実績があり、深掘跡深さが比較的浅いため単年度でも実施可能な施

工規模を設定できる大塚地区が投入箇所として選定された。 

・大塚地区の深掘跡が修復されることで、隣接する六条潟への苦潮(青潮)のリスク低減

が期待でき、さらに、この大塚地区の深掘跡は、現地盤の水深が浅いことから、埋戻し

後は浅場として位置付けられ、深掘跡修復、浅場造成の２側面からの環境改善効果が期

待できるとされた。 

④環境影響の事前検討 [影響が想定される事項] 

・事業により当該水域に汚濁が発生すること等が想定された。 

[環境影響の事前検討の際の協議対象者] 

伊勢湾再生海域検討会三河湾部会にて検討 

⑤モニタリング計画 ・有効利用の目的の達成状況のモニタリング計画：策定していた 

・環境影響のモニタリング計画：策定していた 

・モニタリングの実施主体 土砂排出側：国土交通省 中部地方整備局 三河港湾事務所 

愛知県 建設部 港湾課 

⑥有効利用の目的の達成状

況及び環境影響の確認 

[有効利用] 

・対象項目：水質・底質・底生生物等の確認 

・時期・頻度：H23～24年度、２回／年（夏期、冬期）等 

[環境影響] 

・対象項目：現場観測・採水分析・計器観測による水質調査（濁りの拡散状況の把握） 

・時期・頻度：工事期間中（初日：午前・午後 各１回、それ以外：工事終了時・１回

／日） 

・有効利用の効果 ・埋め戻しを行ったエリア内ではある程度貧酸素化を免れていたことから、埋め戻しに

よって水質環境については一定の効果があったと推察された。 

使用した主な文献 伊勢湾再生海域検討会 三河湾部会 

http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/isewan/mikawa.htm 

第1回～第12回までの検討会資料より関連資料を抜粋（全19資料） 

 

 

 

  

伊勢湾再生海域推進プログラム 
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■トピック：有効利用の必要性 

・当地の深掘について、現地調査により定量的に現状を把握し、修復の必要性を検討している。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢湾再生海域推進プログラム 
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■トピック：その他 

・ホームーページ上で公表資料が多く確認でき、情報にアクセスしやすい。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢湾再生海域推進プログラム 
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東京湾奥部海域環境創造事業 

項目 概要 

事業者 国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所 

施工場所_海域 東京湾 

施工場所 千葉県浦安市千鳥沖 

事業規模(面積 ha) 47 

工事開始年度 H17 

工事終了年度 H18 

事業目的 浚渫で発生した土砂の一部を、東京湾の海域環境改善に有効利用 

事業分類 F.底質改善 

事業の実施希望者 国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所 

土砂類の分類 ①浚渫土砂（海域） 

土砂類の排出元 中ノ瀬航路の浚渫土砂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

位置図 

施工鳥瞰図 
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項目 概要 

①土砂類の有害性 一般水底土砂の判定基準、その他の有害物質による汚染（※） 

※海防法、廃掃法、PCB、水銀、ダイオキシン等について実施 

 

②土砂類の品質 [確認内容] 

・粒度、全窒素、全リン 

[確認方法] 

・中ノ瀬航路の浚渫土砂の性状は、細粒分20～30％であり、小型甲殻類やゴカイ類等

多様な生物の生息環境としての有効性が高いと考えられた。 

③有効利用の必要性 ・平成 13 年12 月に内閣官房都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト「海の

再生」を東京湾で推進するための協議機関として、東京湾再生推進会議が平成14年2 

月に設置され、東京湾再生推進会議における目標達成のための施策の推進内容とし

て、「青潮の発生原因のひとつとされている深掘跡の埋戻し」が挙げられた。 

・投入箇所の選定根拠 ・目標を実現するのに適した海域の選定は、環境再生の優先性が高い海域、浚渫土砂

の活用によって環境再生の可能性が高い海域、環境の状況が事業実施要件に適合し、

関係者の調整が早期に可能な海域等の条件を満たすことを確認する段階的なスクリー

ニング（一次、二次、三次）により進めた。 

④環境影響の事前検討 [影響が想定される事項] 

・影響が想定される事項として工事中の濁りをあげ、それを防ぐためにトレミー工法

による汚濁拡散防止等の措置について検討した。 

[環境影響の事前検討の際の協議対象者] 

東京湾奥部海域環境創造事業検討委員会にて検討 

⑤モニタリング計画 ・有効利用の目的の達成状況のモニタリング計画：策定していた 

・環境影響のモニタリング計画：策定していた 

・モニタリングの実施主体 土砂排出側：国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所 

⑥有効利用の目的の達成状況

及び環境影響の確認 

[有効利用] 

・対象項目：水深、浮泥層厚、砂質土層厚 

・時期・頻度：Ｈ23年度まで実施 

[環境影響] 

・対象項目：水質調査、流況調査、底質調査、溶出調査、底質挙動調査、底生生物調

査（マクロベントス）、底生生物調査（メガロベントス）、魚介類調査 

・時期・頻度：Ｈ23年度まで実施 

・有効利用の効果 ・浅場と窪地に分け、レベル１～３で達成度を評価した。 

レベル１：生物生息環境としてのポテンシャルの持続 

レベル２：イベント的な生物減少要因の低減 

レベル３：生物相の多様性の向上と生物量の増加 

・窪地： 

H23までの達成度は、レベル1：100％、レベル2：63％、レベル3：69％であった。 

レベル1：施工後から効果は現れ、H20以降達成度100％を保っている。 

レベル2：周辺環境との関係や、年変動が関わるため、必ずしも施工に由来しない

が、施工直後と比較し、効果は発現していると考えられる。 

・浅場： 

レベル１：効果が高い値で維持。 

レベル２：東京湾の貧酸素水塊の発達規模や青潮頻度などの影響で、年により変動 

レベル３：覆砂後5年目の時点でも概ね効果は発揮されていた。 

使用した主な文献 東京湾を再生するために 東京湾奥地区シーブループロジェクト 総括資料本編 

http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/chiba/overview/tokyo/committee/pdf/all.pdf 

 

 

  

東京湾奥部海域環境創造事業 
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■トピック：有効利用の必要性 

・当地での有効利用の必要性について、科学的、定量的にスクリーニングしている。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京湾奥部海域環境創造事業 
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■トピック：海洋環境への配慮 

・工事中の濁り防止について対策工法、水質監視を実施している。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京湾奥部海域環境創造事業 
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■トピック：モニタリング計画、実施 

・目標達成基準を設定してモニタリングを計画、実施している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京湾奥部海域環境創造事業 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■トピック：その他 

・ホームページ上で公表資料が多く確認でき、情報にアクセスしやすい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京湾奥部海域環境創造事業 
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茅ヶ崎海岸(中海岸地区)侵食対策事業 

項目 概要 

事業者 神奈川県藤沢土木事務所なぎさ河川防災部 

施工場所_海域 相模湾 

施工場所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎海岸中海岸地区 

事業規模(体積 万m3) 32(H26年度までで26) 

工事開始年度 H18 

工事終了年度 H28 

事業目的 砂浜の復元、海岸保全 

事業分類 G.養浜 

事業の実施希望者 神奈川県藤沢土木事務所なぎさ河川防災部 

土砂類の分類 ③浚渫土砂（河川・ダム） 

土砂類の排出元 相模川流域の堆砂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

養浜計画 

養浜材の供給源 

出典：相模湾岸侵食対策計画_藤沢海岸、茅ヶ崎海岸(相模川漂砂系) 
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/162220.pdf 

出典：養浜による海岸保全効果の検証 
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/799520.pdf 
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項目 概要 

①土砂類の有害性 一般水底土砂の判定基準、その他（※） 

※PCB、水銀、有機リン等、受入れ要綱に記載。 

・「神奈川県藤沢土木事務所管内海岸への公共工事建設発生土(砂)受入要綱」を策

定して管理している。 

②土砂類の品質 [確認内容] 

・養浜材の品質として、粒度組成の適正範囲を定め、材料の粒度組成が適正範囲内

にあるかを確認して使用している。 

[確認方法] 

・粒度分析試験により、粒度組成を確認している。 

③有効利用の必要性 ・茅ヶ崎海岸中海岸地区では、1954年を基準として1985年までに約60m海岸線が後退

した。 

・対象地区(中海岸地区)の「今後の海浜変形予測」結果は、「対策を行わず放置し

た場合は、海岸線が10m程度後退する」と予測されたことから、海岸線の保全を目的

として養浜が実施されることとなった。 

・投入箇所の選定根拠 ・砂浜の波消し機能が不十分で、砂浜の回復、防護が課題となっていた。特に対象

地区(中海岸地区)の砂浜は海岸背後地の防護の不足の理由から他の海岸より優先し

て計画的な養浜を行い、早期に砂浜の回復を行う必要があるとされたことから、投

入箇所として選定された。 

④環境影響の事前検討 [影響が想定される事項] 

・海岸を維持するために養浜が必要であることを、海岸地形変化予測により検討。 

[環境影響の事前検討の際の協議対象者] 

茅ヶ崎中海岸侵食対策協議会にて検討。地元説明も同時に実施。 

⑤モニタリング計画 ・有効利用の目的の達成状況のモニタリング計画：策定していた 

・環境影響のモニタリング計画：策定していた 

・モニタリングの実施主体 土砂排出側：神奈川県藤沢土木事務所なぎさ港湾部 

⑥有効利用の目的の達成状況及

び環境影響の確認 

[有効利用]※ 

・対象項目：深浅測量、定点カメラ等 

・時期・頻度：毎年1回 

[環境影響]※※ 

・対象項目：底質、マクロベントス、砕波帯動物、藻場調査等 

・時期・頻度：平成20年度以降調査（平成27年度まで継続中） 

※茅ヶ崎中海岸侵食対策協議会において確認 

※※神奈川県水産技術センター相模湾試験場で実施 

・有効利用の効果 ・防護機能の評価として以下の5項目が挙げられた。 

①波のうちあげ高さ 

②越波流量 

③根固め機能 

④目標浜幅相模湾沿岸海岸保全計画での目標浜幅 

⑤環境・利用に配慮した目標海浜像 

・養浜前は5項目共に基準を満たしていなかったが、養浜後のH26年は4項目で基準を

満たしていることが確認された。 

・海岸の変化：経年的に汀線が前進し、砂浜が回復していることが確認された。 

・海浜面積：増加傾向であり、台風で一時的に減少するが、その後回復したことが

確認された。 

使用した主な文献 相模湾岸侵食対策計画_藤沢海岸、茅ヶ崎海岸(相模川漂砂系) 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/162220.pdf 

養浜による海岸保全効果の検証 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/799520.pdf 

神奈川県藤沢土木事務所管内海岸への公共工事建設発生土(砂)受入要綱 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ex5/kaigan/documents/715171.pdf 

波風通信No.19_第6回茅ヶ崎中海岸侵食対策協議会 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4866/p14018.html 

  

茅ヶ崎海岸(中海岸地区)侵食対策事業 
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■トピック：有害性の確認等 

・海岸保全区域等において、土砂受入要綱を作成し、有害性、品質の管理を行っている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

養浜材の品質 

茅ヶ崎海岸(中海岸地区)侵食対策事業 

出典：神奈川県藤沢土木事務所管内海岸への公共工事建設発生土(砂)受入要綱 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ex5/kaigan/documents/715171.pdf 
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■トピック：有効利用の目的の達成状況及び環境影響の確認 

有効利用の目的の達成状況や環境への影響について確認し、有効利用の効果がみられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：波風通信 No.19_第 6 回茅ヶ崎中海岸侵食対策協議会 
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4866/p14018.html 

茅ヶ崎海岸(中海岸地区)侵食対策事業 


